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株主の皆さまへ
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代表取締役社長

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
第139期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）定時株主総会招集ご通知

をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。
当期の売上高につきましては、電力小売事業での燃料費調整による販売単価の上

方調整などにより、前期に比べ増収となりました。また、経常損益および当期純損
益につきましては、前期は損失を計上いたしましたが、ガス原料価格の下落に伴う
ガス事業利益の増加などにより、当期は利益を計上いたしました。
期末配当につきましては、継続的な安定配当の実施という基本方針のもと、普通

配当を1株につき30円とさせていただきたいと存じます。
2022年２月にはじまったロシアのウクライナ侵攻は世界のエネルギーの需給構造

と価格に大きな影響を与えました。また、世界規模での異常気象や大規模な自然災
害が発生しており、日本国内においても夏季における記録的な猛暑や能登半島地震
の発生など、気候変動問題や自然災害への対策・対応が迫られています。
当社は、こうした取り巻く状況の変化を正しく認識し、「長期経営ビジョン2030」

「中期経営計画2022-2024」で掲げた取り組みを推進し、様々な価値を提供してま
いります。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い

申し上げます。
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（証券コード：9539）
2024 年 3 月 7 日

（電子提供措置の開始日 2024年3月５日）
株 主 各 位

千葉県市川市市川南二丁目8番8号
京 葉 瓦 斯 株 式 会 社
代表取締役社長 江 口 孝

第139期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第139期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供

措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の当社ウ
ェブサイトに「第139期定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。

当社ウェブサイト
（https://www.keiyogas.co.jp/company/ir/library.html）

また、上記のほか、インターネット上の以下の東京証券取引所ウェブサイトにも
掲載しております。東京証券取引所ウェブサイトにアクセス後、当社名または証券
コードを入力・検索し、「基本情報」＞「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧
ください。

東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show)
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なお、当日ご出席いただけない場合は、後記5頁から6頁までに記載のとおり、書
面またはインターネット等にて議決権を行使することができます。お手数ながら電
子提供措置事項内の株主総会参考書類をご検討いただきまして、2024年3月26日
（火曜日）午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

１．日 時 2024年3月27日（水曜日）午前10時
２．場 所 千葉県市川市市川南二丁目8番8号

当会社 本店
３．目的事項
報告事項 1．第139期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、

連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

2．第139期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報
告の件

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上
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■ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

■ 書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には、法令および当社定款の規定
に基づき、以下の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査役および会計監
査人が監査を行った書類の一部であります。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用
状況の概要」

②計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
③連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
なお、①②③は監査役が、②③は会計監査人が監査を行った書類に含まれております。

■ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

■ 株主総会の動画配信のご案内
・本株主総会の模様の一部は、後日動画配信を行う予定です。本株主総会終了後、動画配信
の準備ができ次第、当社ウェブサイト（https://www.keiyogas.co.jp/company/ir/library.html）に掲載
いたします。

・株主の皆さまのプライバシーに配慮し、可能な限りご来場の株主さまが撮影されないよう
にいたしますが、やむを得ず撮影されてしまう場合がございますので、あらかじめご了承
のほどお願い申し上げます。



株主総会における議決権の行使は、株主の皆さまの大切な権利です。電子提供措置事項内の株主総会参考書類を
ご検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使は、以下の３つの方法がございます。

当日ご出席の際は、お手数なが
ら、本招集ご通知をご持参いた
だくとともに同封の議決権行使
書用紙を会場受付へご提出願い
ます。

2024年3月27日（水曜日）
午前10時

株主総会開催日時

株主総会にご出席いただけない方株主総会にご出席いただける方

会場受付にご提出

議決権行使書用紙を
ご持参ください 議決権行使ウェブサイト

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

書面（郵送）による
ご提出

議決権行使書用紙に各議案の
賛否をご表示の上、ご返送く
ださい。議決権行使書面にお
いて、議案に賛否の表示がな
い場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせ
ていただきます。

2024年3月26日（火曜日）
午後5時到着分まで

行使期限

インターネット等で
ご入力

当社指定の議決権行使ウェブ
サイトにアクセスしていただ
き、画面の案内に従い、議案
に対する賛否をご入力くださ
い。

2024年3月26日（火曜日）
午後5時入力分まで

行使期限

こちらを切り取って
ご返送ください

議決権行使書

議案に対する賛否をご記入ください

詳細は次頁をご覧ください ▶

議決権行使のご案内
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議決権行使期限

インターネット等による議決権行使のご案内

当社の指定する議決権行使ウェブサイト ▶  https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
2024年3月26日（火曜日）午後5時入力分まで

みずほ信託銀行　証券代行部
インターネットヘルプダイヤル ふ0120-768-524

ご利用時間　午前９時～午後９時（年末年始を除く）

システム等に関する
お問合せ

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

■  パスワードは、ご行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
■  パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

■  書面とインターネット等により重複して議決権を行使さ
れた場合は、インターネット等による議決権行使を有効
といたします。

■  インターネット等により複数回議決権を行使された場合
は、最後の行使を有効といたします。

 ご注意事項

重複して議決権を行使された場合のお取扱い

議決権行使ウェブサイト

管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます）は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権
電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくこ
とができます。

機関投資家の
皆さまへ

インターネット等による議決権行使に際しては、以下の事項をご了承の上、ご行使ください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

■  同封の議決権行使書用紙右片に記載のQRコードを
スマートフォン等でお読み取りいただき、当社指定
の「スマート行使」ウェブサイトへアクセスした上
で画面の案内に従って賛否をご入力ください（「議
決権行使コード」および「パスワード」のご入力は
不要です）。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■  「スマート行使」による議決権行使は１回のみ可能
です。  
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数
ですがパソコン向けサイトへアクセスし、「議決権
行使コード」・「パスワード」を入力してログインの
上、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイ

トへアクセスできます。

■  議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、
議決権行使書用紙右片の裏面に記載された「議決権
行使コード」および「パスワード」にてログインの
上、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
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株主総会参考書類
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議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件
当社は、ガス事業を中心とする公共性の高い業種であることから、企業収益の配分につきまし

ては、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、安定配当の維持継続を基本方針としております。
この基本方針に基づき、剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額326,795,040円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月28日
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第2号議案 取締役８名選任の件
現在の取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、今後の経営監督機能の一層の強化をはかるため取締役1名を増員することとし、取締役
8名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案の上程にあたっては、手続の公平性・透明性を確保するため、過半数を独立社外

取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号 氏 名 現在の当社における地位および担当 候補者属性

1
き く ち み さ お

菊池 節 代表取締役会長 再 任

2
え ぐ ち たかし

江口 孝
代表取締役社長 社長執行役員
社務全般、総務部・CIS再構築プロジェクト・内
部統制室管掌

再 任

3
ふ な き た か し

舩木 隆志 取締役 常務執行役員
供給本部長、資材部管掌 再 任

４
く の う こ う い ち

久能 剛一
取締役 常務執行役員
企画部・人事部・経理部・事業開発室・エリア
開発部管掌

再 任

５
ま え か わ わ た る

前川 渡 社外取締役 再 任 社 外 独 立

６
も り た か お

森 隆男 社外取締役 再 任 社 外 独 立

７
おお いし のぼる

大石 昇 ― 新 任

８
み うら かず き

三浦 一棋 執行役員
総務部長 新 任

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

1

き く ち みさお

菊 池 節
1950 年 4 月 9 日
再 任

1976年 11月 株式会社南悠商社監査役
1977年 1 月 高萩炭礦株式会社監査役
1997年 1 月 同社取締役副社長
2003年 1 月 株式会社南悠商社代表取締役副社長
2003年 3 月 当社取締役
2014年 6 月 パウダーテック株式会社代表取締役副会長
2016年 6 月 同社代表取締役会長（現任）
2016年 8 月 当社代表取締役副社長
2016年 9 月 株式会社南悠商社代表取締役社長（現任）
2016年 10月 当社代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社南悠商社代表取締役社長
パウダーテック株式会社代表取締役会長
公益財団法人菊池美術財団理事長

124,442株

【取締役候補者とした理由】
他会社において代表取締役を務めるなど企業経営に関する豊富な経験を有し、2003年3月から当社取締役として、ま
た、2016年10月から当社代表取締役会長として経営を担っており、その豊富な経験と見識を当社の経営に活かすた
め、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

2

え ぐ ち たかし

江 口 孝
1961 年 3 月 6 日
再 任

1983年 4 月 当社入社
2010年 4 月 当社経理部長
2013年 3 月 当社取締役 経理部長
2015年 3 月 当社常務取締役
2019年 3 月 当社取締役 常務執行役員

情報システム部・経理部・資材部管掌
2022年 3 月 当社取締役 常務執行役員

総務部・人事部・経理部・エリア開発部管掌
2023年 3 月 当社代表取締役社長 社長執行役員

社務全般、総務部・内部統制室管掌
2024年 1 月 当社代表取締役社長 社長執行役員

社務全般、総務部・CIS再構築プロジェクト・
内部統制室管掌（現任）

10,049株

【取締役候補者とした理由】
主に経理部門において豊富な業務経験を有し、2013年3月から当社取締役として、また、2023年3月から当社代表取
締役社長として経営を担っており、その豊富な経験と見識を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任を
お願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

3

ふ な き た か し

舩 木 隆 志
1963 年 5 月 21 日
再 任

1986年 4 月 当社入社
2011年 4 月 当社技術研修センター部長
2013年 4 月 当社企画部長
2017年 3 月 当社取締役 企画部長
2019年 3 月 当社取締役 常務執行役員

供給本部長、技術研修センター管掌
2020年 7 月 当社取締役 常務執行役員

供給本部長
2022年 3 月 当社取締役 常務執行役員

供給本部長、情報システム部管掌
2023年 3 月 当社取締役 常務執行役員

供給本部長、資材部管掌（現任）

4,900株

【取締役候補者とした理由】
主に企画部門・供給部門において豊富な業務経験を有し、2017年3月から当社取締役として経営を担っており、その
豊富な経験と見識を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

４

く の う こ う い ち

久 能 剛 一
1967 年 3 月 10 日
再 任

1989年 4 月 当社入社
2017年 3 月 当社お客さまサービス部長
2020年 3 月 当社執行役員 お客さまサービス部長
2021年 3 月 当社執行役員 企画部長
2022年 3 月 当社取締役 常務執行役員

企画部・資材部・事業開発室管掌、企画部長
2022年 7 月 なのはなパイプライン株式会社代表取締役副社長
2023年 3 月 当社取締役 常務執行役員

企画部・人事部・経理部・事業開発室・エリア開
発部管掌（現任）

1,900株

【取締役候補者とした理由】
主に営業部門・企画部門における豊富な業務経験や、他会社における企業経営の経験を有し、2022年3月から当社取
締役として経営を担っており、その豊富な経験と見識を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願
いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

５

ま え か わ わたる

前 川 渡
1950 年 2 月 10 日
再 任 社 外 独 立

1980年 5 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
1998年 1 月 前川法律事務所開設 所長
2004年 4 月 第一東京弁護士会副会長
2015年 3 月 当社取締役（現任）
2020年 4 月 前川・伊藤法律事務所開設 所長
2022年 5 月 株式会社アダストリア社外監査役
2024年 ２ 月 前川法律事務所所長（現任）
重要な兼職の状況
前川法律事務所所長

2,600株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】
弁護士として主に法律分野における豊富な経験と高い見識に基づき、独立性の高い立場から、経営全般にわたる助言
や提言等を受けることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

６

も り た か お

森 隆 男
1958 年 9 月 25 日
再 任 社 外 独 立

1991年 3 月 公認会計士登録
2001年 7 月 公認会計士森隆男事務所開設 所長（現任）
2003年 5 月 税理士登録
2013年 9 月 青南監査法人社員
2015年 6 月 株式会社アイセイ薬局社外取締役
2016年 3 月 当社取締役（現任）
2018年 1 月 青南監査法人代表社員
2021年 6 月 パウダーテック株式会社社外取締役（現任）
2023年 10月 ふじみ監査法人代表社員（現任）
重要な兼職の状況
公認会計士森隆男事務所所長
ふじみ監査法人代表社員
パウダーテック株式会社社外取締役

2,300株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】
公認会計士および税理士として主に会計分野における豊富な経験と高い見識に基づき、独立性の高い立場から、経営
全般にわたる助言や提言等を受けることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

7

おお いし のぼる

大 石 昇
1964 年 5 月 24 日

新 任

1987年 ４ 月 当社入社
2013年 4 月 当社お客さまサービス部長
2017年 1 月 当社エネルギー開発部長
2019年 3 月 当社執行役員 エネルギー開発部長
2020年 3 月 当社取締役 執行役員

副営業本部長、エネルギー開発部長
2021年 1 月 当社取締役 執行役員

副営業本部長、法人営業部長
2022年 ３ 月 当社退任

京葉ガスリキッド株式会社取締役副社長
2022年 12月 同社代表取締役社長（現任）

1,500株

【取締役候補者とした理由】
主に営業部門において豊富な業務経験や、他会社における企業経営の経験、また2020年3月から当社取締役として経
営を担った経験を有し、その豊富な経験と見識を当社の経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであ
ります。

8

み うら かず き

三 浦 一 棋
1968 年 3 月 16 日

新 任

1990年 4 月 当社入社
2018年 4 月 当社総務部長
2020年 3 月 当社執行役員 総務部長（現任）

3,000株

【取締役候補者とした理由】
主に総務部門において豊富な業務経験を有し、2020年3月から当社執行役員として経営を担っており、その豊富な経
験と見識を当社の経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。
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（注）1. 当社は、菊池節氏が代表となっている各法人と取引関係があります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありませんが、前川渡氏の所属する法律事務所と当社との間には、法律顧問契

約に基づく法律相談業務の委託の取引関係があります。
3. 前川渡、森隆男の両氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており

ます。
4. 前川渡氏の当社社外取締役としての在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって9年、森隆男氏の当社社外取締役としての

在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって8年となります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容

の概要は、事業報告（４．❸役員等賠償責任保険契約の内容の概要）に記載のとおりです。取締役候補者の選任がご承認され
た場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6. 当社は、前川渡、森隆男の両氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当
該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額となります。両氏の再任がご承認された場合、当社は両氏との間で上記
の契約を継続する予定であります。

7. 議案が承認可決された場合の当社取締役のスキル・マトリックスは、以下のとおりです。※1

スキル
氏名

企業経営
組織運営

財務
会計

法務
内部統制

コンプライアンス
営業

マーケティング
環境

サスティナビリティ エネルギー事業
ＤＸ※2

Ｒ＆Ｄ※3

菊池 節 ● ● ● ●

江口 孝 ● ● ● ●

舩木 隆志 ● ● ●

久能 剛一 ● ● ●

前川 渡 ● ●

森 隆男 ● ●

大石 昇 ● ● ●

三浦 一棋 ● ● ●
※1 上記一覧表は、各人の有する全てのスキルを示すものではありません。
※2 DX（Digital Transformation：デジタル技術による生活やビジネスの変革）
※3 R&D（Research and Development：研究開発）
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第3号議案 監査役1名選任の件
監査役加賀見俊夫氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1

名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案の上程にあたっては、手続の公平性・透明性を確保するため、過半数を独立社外

取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ております。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
生 年 月 日 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

か が み と し お

加賀見 俊夫
1936 年 1 月 5 日
再 任 社 外 独 立

1958年 4 月 京成電鉄株式会社入社
1976年 10月 株式会社オリエンタルランド不動産事業部長
1981年 6 月 同社取締役 総務部長兼人事部長
1983年 6 月 同社常務取締役
1991年 6 月 同社専務取締役
1993年 6 月 同社取締役副社長
1995年 6 月 同社代表取締役社長
2004年 3 月 当社監査役（現任）
2005年 6 月 株式会社オリエンタルランド代表取締役会長

（兼）ＣＥＯ
2023年 6 月 同社代表取締役 取締役会議長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社オリエンタルランド代表取締役 取締役会議長
株式会社ミリアルリゾートホテルズ取締役

6,800株

【社外監査役候補者とした理由】
企業経営に関する豊富な経験や知見を有し、また、2004年3月から当社社外監査役を務めており、その豊富な経験と高い見識を
当社の経営に対する監査・監督に活かすため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

（注）1.加賀見俊夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.加賀見俊夫氏は社外監査役候補者であります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をも
って20年となります。

3.当社は、加賀見俊夫氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容
の概要は、事業報告（4．❸役員等賠償責任保険契約の内容の概要）に記載のとおりです。加賀見俊夫氏の選任がご承認された
場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

5.当社は、加賀見俊夫氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基
づく賠償責任の限度額は、法令の定める額となります。同氏の再任がご承認された場合、当社は同氏との間で上記の契約を継
続する予定であります。

以 上
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１．会社の現況に関する事項
❶ 事業の経過およびその成果
当期の我が国経済は、景気の緩やかな回復が見られるものの、先行きについては、世界的な金

融引き締めに伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっていま
す。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢などの影響にも十分注意する必要があります。
エネルギー業界におきましては、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化などを背景に世界的に

エネルギー価格が高騰しており、多くを輸入に頼る我が国のエネルギー事業者にとって大変厳し
い状況が続いております。
このような状況のなか、当社は「長期経営ビジョン2030」で掲げた2030年のありたい姿で

ある『“つぎの「うれしい！」” をご提供することで、お客さまの “期待を超える” 存在となる』
の実現に向け、三つの事業領域である「地域エネルギー領域」「トータルライフサポート領域」
「エリアマネジメント領域」において、それぞれの事業を推進してまいりました。

「地域エネルギー領域」におきましては、カーボンニュートラルの実現に向けて、カーボンニ
ュートラル都市ガスの供給拡大や都市ガスへの燃料転換の推進に加え、太陽光発電運営会社への
出資、他社との共同による再生可能エネルギー発電事業会社の設立、自治体とのゼロカーボンシ
ティ実現に向けた連携協定の締結などに取り組んでまいりました。
「トータルライフサポート領域」におきましては、総合生活産業事業者としてお客さまの “く

らしのかかりつけ” を担うため、ハウスクリーニングや害虫・害獣駆除サービス「くじょサポ」
など、お客さまのくらしをより便利に・豊かにするくらしサポートサービスの拡販をはかってま
いりました。また、お客さまのくらしに寄り添う新たなサービスとして、2023年2月より空き
家管理サービスを開始しました。
「エリアマネジメント領域」におきましては、エリア価値の向上と地域課題の解決を目指し、

市川工場跡地の再開発事業を着実に進めてまいりました。
以下、これらをはじめとする事業活動による当期の成果につきまして、ご報告いたします。
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695,489687,068 709,123 661,749

第136期
2020年

第137期
2021年

第138期
2022年

第139期
2023年

ガス販売量
（千㎥）

ガ ス
当期末における取付ガスメーター数は、前期末に比べ

9,199件、0.9％増加の985,578件となりました。
また、当期におけるガス販売量は、前期に比べ6.7％減少

の661,749千㎥となりました。
ガス販売量を用途別に見ますと、家庭用につきましては、

気温や水温が前期に比べ高めに推移した影響などにより、前
期に比べ11.2％減少の271,253千㎥となりました。
また、業務用のガス販売量につきましては、商業用の需要

が増加した一方で、工業用のお客さま設備の稼働が減少した
ことなどにより、前期に比べ3.3％減少の390,495千㎥とな
りました。
ガス事業の売上高につきましては、ガス販売量が減少した

ことなどにより、前期に比べ0.3％減少の916億26百万円と
なりました。

電 力
電力小売事業の売上高は、燃料費調整による販売単価の上方調整などにより、前期に比べ8.0

％増加の162億26百万円となりました。

受注工事
受注工事の売上高は、前期に比べ5.3％減少の33億42百万円となりました。

そ の 他
その他の事業の売上高は、前期に比べ33.4％増加の60億79百万円となりました。
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86,027 1,755

1,281

85,133

6,118
4,421115,033

△220 △315

117,275

1,319
810

第136期
2020年

第137期
2021年

第139期
2023年

第138期
2022年

第136期
2020年

第137期
2021年

第139期
2023年

第138期
2022年

第136期
2020年

第137期
2021年

第139期
2023年

第138期
2022年

売上高
（百万円） （百万円） （百万円）

経常損益 当期純損益

以上の結果、当期の売上高につきましては、前期に比べ1.9％増加の1,172億75百万円となり
ました。
一方、費用につきましては、電力調達の安定化に向けたコストが増加したことなどにより、営

業費用は前期に比べ0.6％増加となりました。
この結果、営業損益につきましては、前期が7億92百万円の損失となりましたが、当期は7億

46百万円の利益となり、経常損益につきましては、前期が2億20百万円の損失となりましたが、
当期は13億19百万円の利益となりました。
当期純損益につきましては、前期は3億15百万円の損失となりましたが、当期は8億10百万円

の利益となりました。なお、当期は特別損失として関係会社出資金評価損を計上しております。

❷ 設備投資等の状況
当期中における設備投資等の総額は、126億86百万円となりました。
その主な内容は、供給基盤の強靭化に向けた導管設備投資などです。

❸ 資金調達の状況
長期借入金として3億円を借入れました。
なお、当期中における増資および社債発行による資金調達はありません。
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❹ 対処すべき課題
私たちエネルギー関連事業者は、お客さま獲得競争が激化するなかで、カーボンニュートラル

への対応をはじめ、お客さまや社会からの期待に迅速に対応することが求められています。
こうした状況のなか、「中期経営計画2022-2024」の最終年である本年は、2024年のありた

い姿である「さらに多くのお客さまに “新しい価値” を届ける存在となる」の実現に向け、引き
続き四つの重点戦略である「低炭素・脱炭素社会への貢献」「総合生活産業事業者への進化」「安
全・安心の取り組みの強化」「経営基盤の強化」に取り組んでまいります。
一つ目の「低炭素・脱炭素社会への貢献」では、再生可能エネルギー電源の開発・投資を推進

するとともに、カーボンニュートラル都市ガスの供給拡大や天然ガスシフトなどによりお客さま
先でのCO2排出量削減に取り組むほか、事業活動におけるペーパーレス化・電子化を一層推進
し、カーボンニュートラルに貢献してまいります。
二つ目の「総合生活産業事業者への進化」では、お客さまにとっての “くらしのかかりつけ”

を担うため、小売電気事業やリフォーム事業の拡大、くらしサポートサービスの拡充などを通じ
て、さらに多くのお客さまへ新しい価値をお届けしてまいります。これらのくらしサポートサー
ビスの拡充の一環といたしまして、本年2月に、お客さまの暮らしに豊かさや彩りをプラスする
お花の定期便サービスを開始しております。
三つ目の「安全・安心の取り組みの強化」では、保安・工事の高度化、首都直下地震や激甚

化・多発化する自然災害へのレジリエンスの強化に向けて取り組みます。
四つ目の「経営基盤の強化」では、CX・DX戦略に基づきCXとDXを一体で推進し、お客さま

に新しい価値をお届けするとともに、市川工場跡地の再開発事業をはじめとした保有資産の活用
を通じて、エリア価値の向上と地域課題の解決を目指して取り組んでまいります。
以上のようにオール京葉ガスが一体となり、さらに多くのお客さまへ新しい価値を提供できる

よう、引き続き果敢に挑戦・まい進してまいります。
また、東京証券取引所における上場市場の再編にあたり示されました上場維持基準の達成に向

けて、企業価値の向上とガバナンスの高度化に継続的に取り組んでまいります。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し

上げます。
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❺ 財産および損益の状況の推移
区 分 第136期

2020年
第137期
2021年

第138期
2022年

第139期
2023年

売 上 高 （百万円） 85,133 86,027 115,033 117,275

経常利益または
経 常 損 失 （△） （百万円） 6,118 1,755 △220 1,319

当期純利益または
当期純損失（△） （百万円） 4,421 1,281 △315 810

１株当たり当期純利益
または当期純損失（△） （ 円 ） 405.90 117.63 △28.95 74.40

総 資 産 （百万円） 108,317 116,850 132,617 144,372

純 資 産 （百万円） 70,944 71,704 73,459 75,342

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第138期（2022年度）の期首から適用しており、
第138期（2022年度）以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

❻ 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当する事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

京葉ガス不動産株式会社 90 百万円 100.0 ％ 不動産の賃貸・仲介

京葉ガスカスタマーサービス株式会社 30 100.0 ガスメーターの受託検針

京和ガス株式会社 80 50.6 都市ガスの供給および販売

(注)上記の重要な子会社3社を含む連結子会社は5社であります。

③ 企業結合の成果
当社の連結子会社は、上記の重要な子会社3社を含む5社であり、持分法適用関連会社は

3社であります。
当連結会計年度における売上高は前期に比べ3.4％増加の1,228億53百万円、親会社株

主に帰属する当期純利益は前期に比べ566.2％増加の14億60百万円となりました。



― 20 ―

❼ 主要な事業内容（2023年12月31日現在）

都市ガスの製造、供給および販売
ガス工事の施工
ガス機器の販売
電力の販売

❽ 主要な営業所および工場（2023年12月31日現在）

本社所在地 千葉県市川市市川南二丁目8番8号
事務所所在地 千葉県市川市、船橋市、松戸市、柏市、我孫子市
製造所所在地 千葉県千葉市中央区
供給所所在地 千葉県松戸市、柏市、浦安市、白井市

❾ 従業員の状況（2023年12月31日現在）
従 業 員 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

724名（前期末比増減 -35名） 44.4歳 20.7年

（注）上記の従業員数は常勤の就業人員数であり、出向者および臨時従業員を含んでおりません。

❿ 主要な借入先（2023年12月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社日本政策投資銀行 11,804 百万円

株式会社千葉興業銀行 6,350

株式会社みずほ銀行 6,249

みずほ信託銀行株式会社 2,972
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２．会社の株式に関する事項（2023年12月31日現在）
❶ 発行可能株式総数 40,000,000株
❷ 発行済株式の総数 10,893,168株（自己株式41,832株を除く。）
❸ 株主数 1,667名
❹ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社南悠商社 3,300 千株 30.29 ％

株式会社ケイハイ 968 8.89

京葉住設株式会社 600 5.51

株式会社千葉興業銀行 510 4.68

光通信株式会社 490 4.50

京葉ガスエナジーソリューション株式会社 433 3.98

京葉ガスリキッド株式会社 348 3.20

損害保険ジャパン株式会社 290 2.67

京葉都市開発株式会社 255 2.34

京葉瓦斯従業員持株会 233 2.14

（注）持株比率は自己株式（41,832株）を控除して計算しております。

❺ その他株式に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。

４．会社役員に関する事項
❶ 取締役および監査役の氏名等 （2023年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 菊 池 節 株式会社南悠商社代表取締役社長、パウダーテック株式会社代表取締役会長、
公益財団法人菊池美術財団理事長

代表取締役社長
社長執行役員 江 口 孝 社務全般、総務部・内部統制室管掌
取締役
常務執行役員 舩 木 隆 志 供給本部長、資材部管掌
取締役
常務執行役員 古 市 聖 一 営業本部長、営業企画部長
取締役
常務執行役員 久 能 剛 一 企画部・人事部・経理部・事業開発室・エリア開発部管掌

取締役（社外取締役） 前 川 渡 前川・伊藤法律事務所所長

取締役（社外取締役） 森 隆 男 公認会計士森隆男事務所所長、ふじみ監査法人代表社員、
パウダーテック株式会社社外取締役

常勤監査役 丸 山 京 治
常勤監査役 上 野 洋 介

監査役（社外監査役） 加賀見 俊 夫 株式会社オリエンタルランド代表取締役 取締役会議長、
株式会社ミリアルリゾートホテルズ取締役

監査役（社外監査役） 青 柳 俊 一 株式会社千葉興業銀行取締役会長

（注）1. 常勤監査役上野洋介氏は、2023年3月29日開催の第138期定時株主総会において新たに監査役に選任され就任し、また、同
日に開催された監査役会にて常勤監査役に選定され就任したものであります。

2. 常勤監査役上野洋介氏は、当社経理部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま
す。

3. 監査役青柳俊一氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 取締役前川渡、取締役森隆男、監査役加賀見俊夫の各氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出てお

ります。
5. 上記以外に当事業年度中に在任した取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長 羽生 弘 2023年3月29日退任 (任期満了)
常勤監査役 小井澤 和明 2023年3月29日退任 (任期満了)
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6. 当社は経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化および責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入して
おります。2023年12月31日現在の体制は次のとおりであります。
社長執行役員 江 口 孝 社務全般、総務部・内部統制室管掌
常務執行役員 舩 木 隆 志 供給本部長、資材部管掌
常務執行役員 古 市 聖 一 営業本部長、営業企画部長
常務執行役員 久 能 剛 一 企画部・人事部・経理部・事業開発室・エリア開発部管掌
執行役員 石 井 俊 博 京葉ガスカスタマーサービス株式会社代表取締役社長
執行役員 三 浦 一 棋 総務部長
執行役員 内 海 年 雄 供給企画部長
執行役員 金 杉 太 元 法人営業部長
執行役員 丹 羽 伸 一 お客さまサービス部長
執行役員 加 藤 宏 供給保安部長
執行役員 稲 垣 浩 一 リビング営業部長

❷ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および監査役全員との間で、同法第

423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、法令の定める額となります。

❸ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の会社役員、執行役員、会計監査人、退
任役員および役員相続人であり、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。
当該保険契約により被保険者が職務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填

補いたします。ただし、被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求、被保険者が法令に違反す
ることを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求等については填補されないなど、一定
の免責事由を定めております。
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❹ 取締役および監査役の報酬等
① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年12月28日開催の取締役会において、以下のとおり役員の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あら
かじめ決議する内容について、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議
を経ております。

ア．基本方針
当社の役員報酬は、持続的な成長と企業価値向上に資する体系とし、個々の役員の報

酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
取締役・監査役の報酬は、固定報酬である月額報酬を基本報酬とし、執行役員を兼務

する取締役の報酬については、一部を業績連動報酬とする。
イ．基本報酬に関する方針

基本報酬は、金銭による月例の報酬とし、役位、職責に応じて、従業員給与の水準も
考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

ウ．業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、金銭による月例の報酬とし、単年度の業績結果を明確に反映させる

観点から、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする。
エ．報酬毎の割合に関する方針

執行役員を兼務する取締役の業績連動報酬の割合は、報酬総額（使用人兼務取締役の
場合は、使用人としての報酬を含む）の20%程度とする。

オ．報酬等の決定に関する方針
役員の報酬は、客観性・透明性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する

指名・報酬委員会の審議を踏まえ、株主総会で承認された報酬金額の範囲内において、
取締役についてはその職位に応じた報酬額を取締役会の決議により決定し、監査役につ
いては監査役の協議により決定する。
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取締役会は、当事業年度に係る役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法
および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、また、
過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ていることから、当該決定
方針に沿うものであると判断しております。

② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は2019年3月27日開催の第134期定時株主総会において、取締役の報酬額を月額

2,200万円以内（うち、社外取締役分は月額100万円以内）、監査役の報酬額を月額400万
円以内と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定
時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち、社外取締役2名）、監査役の員数は4名で
あります。

③ 当事業年度に係る報酬等の額

役 員 区 分 報酬等の総額（百万円）
報酬等の種類別の総額（百万円） 対 象 と な る

役員の員数（名）基本報酬 業績連動報酬

取締役（社外取締役を除く） 181 158 22 6

監査役（社外監査役を除く） 29 29 ー 3

社 外 取 締 役 8 8 ー 2

社 外 監 査 役 8 8 ー 2

（注） 業績連動報酬は、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から親会社株主に帰属する当期純利益を指標としてお
り、当事業年度における業績連動報酬の算定に使用したその実績は17億35百万円（第137期）および2億19百万円
（第138期）であります。なお、業績連動報酬部分は役職位別の基準報酬額に親会社株主に帰属する当期純利益を指
標とした係数を乗じることで算定しております。
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④ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
2019年3月27日開催の第134期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金として61百

万円（取締役1名に対し61百万円）を支払っております。なお、この金額には、過年度の事
業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額が含まれておりま
す。
また、当社は2019年3月27日開催の第134期定時株主総会終結の時をもって、役員退職

慰労金制度を廃止し、同定時株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対し
ては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に
贈呈することを決議いただいております。

❺ 社外役員に関する事項
① 取締役 前 川 渡

ア．重要な兼職先である法人等と当社との関係
当社は、前川・伊藤法律事務所へ法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託を行っ

ております。
イ．当事業年度における主な活動状況

社外取締役として中立かつ客観的な視点から職務を遂行するとともに、当期に開催
された取締役会12回中12回に出席し、必要に応じ、弁護士としての経験や見識に基づ
いた発言を行うなど、当社の経営に対する助言、監督などの適切な役割を果たしてお
ります。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の委員として、当期に

開催された委員会2回中2回に出席し、中立かつ客観的な立場で当社の役員候補者の選
定や役員報酬等の決定過程における客観性・透明性を確保するための適切な役割を果
たしております。
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② 取締役 森 隆 男
ア．重要な兼職先である法人等と当社との関係

当社は、パウダーテック株式会社への都市ガスの供給・販売等を行っております。
イ．当事業年度における主な活動状況

社外取締役として中立かつ客観的な視点から職務を遂行するとともに、当期に開催
された取締役会12回中12回に出席し、必要に応じ、公認会計士および税理士としての
経験や見識に基づいた発言を行うなど、当社の経営に対する助言、監督などの適切な
役割を果たしております。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の委員として、当期に

開催された委員会2回中2回に出席し、中立かつ客観的な立場で当社の役員候補者の選
定や役員報酬等の決定過程における客観性・透明性を確保するための適切な役割を果
たしております。

③ 監査役 加賀見 俊 夫
ア．重要な兼職先である法人等と当社との関係

当社は、株式会社オリエンタルランドおよび株式会社ミリアルリゾートホテルズへ
の都市ガスの供給・販売等を行っております。

イ．当事業年度における主な活動状況
常勤監査役と連携を図りつつ、社外監査役として中立かつ客観的な視点から監査を実

施するとともに、当期に開催された取締役会12回中10回、監査役会4回中3回に出席し、
必要に応じ、企業の経営者としての経験や見識に基づいた発言を行っております。

④ 監査役 青 柳 俊 一
ア．重要な兼職先である法人等と当社との関係

当社は、株式会社千葉興業銀行から資金の借入れ等を行っております。
イ．当事業年度における主な活動状況

常勤監査役と連携を図りつつ、社外監査役として中立かつ客観的な視点から監査を実
施するとともに、当期に開催された取締役会12回中12回、監査役会4回中4回に出席し、
必要に応じ、企業の経営者としての経験や見識に基づいた発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
❶ 会計監査人の名称
東邦監査法人

❷ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区 分 監査証明業務に基づく報酬（百万円） 非監査業務に基づく報酬（百万円）

当 社 28 ０

連結子会社 ― ０

計 28 ０

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分して
おらず、また、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人に対する上記報酬等の額について、取締役から算定根拠の説明を受けたほか、会計監査人の監査計画、
前事業年度における職務の遂行状況、見積り額の妥当性等を考慮した結果、相当と判断し、同意いたしました。

❸ 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるガス事業会

計規則による託送収支計算書等の証明業務を委託し、対価を支払っております。

❹ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、

会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議
案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正

を確保するための体制の整備にかかわる当社取締役会決議の内容は次のとおりであります。

［取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制］
（1）代表取締役は、法令、定款および社会倫理に合致した企業倫理を遵守した事業活動が企業の

存続・発展のために不可欠であることを自らが常に念頭に置いて業務を執行するとともに、
全ての取締役・従業員に対してその重要性について継続的に周知徹底を図る。

（2）取締役会の意思決定・監督機能の充実を図るとともに、執行役員制度を導入し、業務執行機
能を強化する。

（3）代表取締役および取締役は、「企業行動基準」を遵守した職務の執行がコンプライアンス確
立のための基盤となるとの認識に基づき、自らこれを率先垂範し、また、従業員がこれを継
続的に実践するための体制として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置
し、コンプライアンスの確保のための重要な方針ならびに諸施策の実施に関する事項等の審
議や報告を行い、施策を定期的に実施する。

（4）法令等を遵守した職務の執行をサポートするための部署を設置するとともに、コンプライア
ンス上の問題について社内または外部の内部通報窓口に通報・相談することができる体制を
整備・運用することにより、取締役および従業員のコンプライアンス違反を未然に防止す
る。

（5）社長直轄の内部監査部署が法令等の遵守状況、職務の執行に係る適正性・有効性等の監査を
定期的に行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、財務報告の信頼性を確
保する。

（6）市民生活の秩序や安全に脅威を与え、企業の経済活動の障害となる活動を行う反社会的勢力
から違法または不当な要求があった場合は、毅然とした態度で一切これを排除する。

［取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制］
（1）取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款および社内規程に基づき、確実かつ

適正に記録し、総務部長の責任の下、これらを保存および管理する。
（2）前項の記録は、取締役および監査役は常時閲覧できるものとし、そのために適切な方法によ

り保存および管理を行う。
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［損失の危険の管理に関する規程その他の体制］
（1）当社の事業活動において生じる可能性のある様々なリスクに適切に対応するため、経営計画

の策定にあたってこれらを総合的に評価し、各リスクに係る施策を決定し、遂行する。
（2）当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、その発生を防止し、

または、発生時における迅速かつ適切な対応を行うため、社長、役付執行役員または各本部
長を担当する執行役員を最高責任者とする管理体制を構築し、必要な施策を講じる。また、
その他のリスクについては、それぞれについて規程・マニュアル等を整備し、また、必要な
施策を講じることにより、これを管理する。

［取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制］
（1）お客さま視点を根幹とした「経営理念」が当社の経営の拠り所であり、全ての業務遂行にあ

たって最も重要な判断指針であることを全ての取締役および従業員に浸透させることによ
り、取締役の職務の執行が効率的かつ適正に行われることを確保する。

（2）原則として毎月1回、取締役会を開催し、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項およ
び会社法で定められた事項について審議および報告を行うことにより、取締役の効率的かつ
適法な職務の執行を確保する。

（3）原則として毎週1回、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで開催し、主要な業務執行にか
かわる協議・報告を行うことにより、効率的かつ適切な業務執行が行われることを確保す
る。

（4）継続的な成長を遂げるための戦略および目標を定めた「中期経営計画」を策定し、また、こ
れを確実に達成するために必要となる施策を盛り込んだ「年次計画」を策定することによ
り、具体的な職務の執行が効率的に行われることを確保する。

（5）日常の業務執行については、社内規程により、その権限を適正に配分し、また、そのルール
を遵守した処理を行うことにより、効率的かつ適正な業務執行が行われることを確保する。

［当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制］
（1）子会社については、自主性を尊重した経営を行わせる一方、役員として当社の役員または従

業員を派遣することなどを通じて子会社の取締役の職務執行を監視・監督することにより、
子会社における業務の適正を確保する。
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（2）子会社における重要な業務執行の決定にあたり、「子会社管理規程」に基づき、当社への報
告を行うことなどを通じて、子会社における業務の適正を確保する。

（3）子会社におけるコンプライアンス上の問題について、子会社の役員および従業員が当社また
は外部の内部通報窓口へ通報・相談することができる体制を整備・運用することにより、子
会社における業務の適正を確保する。

（4）子会社のコンプライアンスの推進を効果的に実施するため、当社の社長および子会社等の代
表者をメンバーとする「コンプライアンス協議会」を設置するとともに、当社のコンプライ
アンス担当部署が子会社のコンプライアンスの推進を支援する。

［監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項］

（1）監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するための組織として、取締役から独立した「監
査役室」を設置し、また、専従スタッフを配置する。

（2）監査役室のスタッフの独立性を確保するため、当該スタッフの人事考課は監査役の意見に基
づき行い、また、人事異動等に関しては監査役と協議の上実施する。

（3）当該スタッフは、専ら監査役の指揮命令を受け、監査役の職務の補助を行う。

［取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制］
（1）監査役は、取締役会への出席を通じて取締役からの報告を受けるほか、常勤監査役は、執行

役員会および重要な会議への出席、決裁書その他職務の執行に関する重要書類を閲覧し、ま
た、何時でも必要に応じて取締役および従業員に対して説明や報告を求めることができる。

（2）取締役および従業員は、その職務の執行状況やその他監査役の監査に必要な事項の説明や報
告を監査役から求められた場合、これに適切に対応する。

（3）当社の取締役および従業員ならびに子会社の役員および従業員から当社または外部の内部通
報窓口へ通報・相談されたコンプライアンス上の問題は、内部通報窓口を所管する部署から
当社の監査役へ適時・適切に報告する。なお、当該通報・相談をした者に対し、当該通報・
相談をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
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［その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制］
（1）社長と監査役は、定期的な意見交換の場を持つことなどにより、相互の意思疎通を図る。
（2）監査計画に基づく監査役の往査・調査の実施にあたっては、対象部署および子会社は、適切

な資料の準備・提供や適切な回答を行うことなどにより、実効性のあるものとなるよう十分
な対応を行う。

（3）監査役が、会計監査人、内部監査部署と連携することにより、監査の実効性を確保できる体
制とする。

（4）監査役がその職務の執行について、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたとき
は、速やかに当該費用または債務を処理する。

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりで

あります。

・取締役会を年12回開催し、法令や定款に定める事項、重要な業務執行に関する事項等の審
議・報告を行いました。

・社外取締役の選任により、取締役会による取締役の職務執行の監督機能を強化いたしまし
た。

・「コンプライアンス委員会」を年1回、「コンプライアンス協議会」を年1回開催するととも
に、内部通報制度の窓口として「コンプライアンスホットライン窓口」を総務部および社外
の法律事務所に設置し、当社および子会社におけるコンプライアンス違反の防止に取り組み
ました。

・内部統制室が社内全部署を対象とした内部監査を実施し、法令等の遵守状況、職務の遂行に
係る適正性・有効性等の確認を行いました。また、金融商品取引法等の法令に準拠し財務報
告に係る内部統制の有効性の評価を行いました。

・監査役会を年4回開催し、監査方針・監査計画の協議や監査状況の報告等を行うとともに、
取締役会等の重要な会議への出席や社長との定期的な意見交換などにより、取締役の職務の
執行が法令および定款に適合していることの確認を行いました。

・監査役は会計監査人および内部統制室と連携し、社内の全部署の監査や子会社の事業運営状
況の確認を行うことにより、当社および子会社における職務の執行に関する適法性の確認を
行いました。
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貸借対照表（2023年12月31日現在）
（単位：百万円）

（資 産 の 部）
固 定 資 産 111,184
有 形 固 定 資 産 72,069
製 造 設 備 2,084
供 給 設 備 49,676
業 務 設 備 13,971
附 帯 事 業 設 備 4,954
建 設 仮 勘 定 1,382
無 形 固 定 資 産 4,808
借 地 権 554
ソ フ ト ウ ェ ア 4,215
そ の 他 無 形 固 定 資 産 37
投 資 そ の 他 の 資 産 34,306
投 資 有 価 証 券 19,078
関 係 会 社 投 資 2,423
社 内 長 期 貸 付 金 90
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 10,318
出 資 金 0
長 期 前 払 費 用 219
繰 延 税 金 資 産 1,225
そ の 他 投 資 951
貸 倒 引 当 金 △1

流 動 資 産 33,187
現 金 及 び 預 金 19,220
受 取 手 形 31
売 掛 金 9,895
関 係 会 社 売 掛 金 459
未 収 入 金 1,401
製 品 30
原 料 155
貯 蔵 品 517
前 払 金 287
前 払 費 用 116
関 係 会 社 短 期 債 権 161
そ の 他 流 動 資 産 940
貸 倒 引 当 金 △28
資 産 合 計 144,372

（負 債 の 部）
固 定 負 債 44,719

社 債 802
長 期 借 入 金 24,586
退 職 給 付 引 当 金 3,706
ガスホルダー修繕引当金 308
器 具 保 証 引 当 金 610
附 帯 事 業 長 期 前 受 金 14,287
そ の 他 固 定 負 債 417

流 動 負 債 24,310
1年以内に期限到来の固定負債 3,274
買 掛 金 8,051
未 払 金 4,070
未 払 費 用 3,330
未 払 法 人 税 等 135
前 受 金 1,046
預 り 金 431
関 係 会 社 短 期 債 務 1,301
ポ イ ン ト 引 当 金 22
社 内 預 り 金 2,580
そ の 他 流 動 負 債 68
負 債 合 計 69,030

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 69,451
資 本 金 2,754
資 本 金 2,754
資 本 剰 余 金 36
資 本 準 備 金 36
利 益 剰 余 金 66,759
利 益 準 備 金 688
そ の 他 利 益 剰 余 金 66,070
固定資産圧縮積立金 247
別 途 積 立 金 64,980
繰 越 利 益 剰 余 金 843

自 己 株 式 △99
自 己 株 式 △99

評価・換算差額等 5,890
その他有価証券評価差額金 5,890
その他有価証券評価差額金 5,890
純 資 産 合 計 75,342
負 債 ・ 純 資 産 合 計 144,372
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損益計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
（単位：百万円）

費 用
売 上 原 価 53,940
期 首 た な 卸 高 43
当 期 製 品 製 造 原 価 15,893
当 期 製 品 仕 入 高 38,073
当 期 製 品 自 家 使 用 高 39
期 末 た な 卸 高 30
（売 上 総 利 益） （37,686）
供 給 販 売 費 28,502
一 般 管 理 費 4,672
（事 業 利 益） （4,510）
営 業 雑 費 用 8,236
受 注 工 事 費 用 3,280
そ の 他 営 業 雑 費 用 4,956
附 帯 事 業 費 用 21,176
（営 業 利 益） （746）
営 業 外 費 用 376
支 払 利 息 228
匿 名 組 合 投 資 損 失 121
雑 支 出 27

（経 常 利 益） （1,319）
特 別 損 失 747
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 747
（税引前当期純利益） （571）
法 人 税 等 5
法 人 税 等 調 整 額 △244
当 期 純 利 益 810

合 計 118,224

収 益
ガ ス 事 業 売 上 高 91,626
ガ ス 売 上 90,933
託 送 供 給 収 益 339
事 業 者 間 精 算 収 益 353

営 業 雑 収 益 8,960
受 注 工 事 収 益 3,342
そ の 他 営 業 雑 収 益 5,618
附 帯 事 業 収 益 16,688

営 業 外 収 益 949
受 取 利 息 233
受 取 配 当 金 337
受 取 賃 貸 料 186
雑 収 入 191

合 計 118,224
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株主資本等変動計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越
利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,754 36 36 688 252 64,980 681 66,602 △99 69,294
当 期 変 動 額
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 △5 5
剰 余 金 の 配 当 △653 △653 △653
当 期 純 利 益 810 810 810
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 △5 161 156 △0 156
当 期 末 残 高 2,754 36 36 688 247 64,980 843 66,759 △99 69,451

評価・換算差額等
純 資 産
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 4,165 4,165 73,459
当 期 変 動 額
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩
剰 余 金 の 配 当 △653
当 期 純 利 益 810
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,725 1,725 1,725
当 期 変 動 額 合 計 1,725 1,725 1,882
当 期 末 残 高 5,890 5,890 75,342
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個 別 注 記 表 ( 20232023
年
年

1
12

月
月

1
31

日
日
から
まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
子会社株式及び関連会社株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券の

うち、市場価格のない株式等以外のものについては決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）、市場価
格のない株式等については移動平均法による原価法によっている。なお、匿名組合出資金
については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を営業外損益に計上する
とともに、出資金を加減する処理を行っている。
② 棚卸資産（製品、原料、貯蔵品）
移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定率法によっている。ただし、1998年４月１日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並

びに2016年４月１日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法によってい
る。
② 無形固定資産
定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっている。
（3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債
務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給
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付算定式基準によっている。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理している。また、数理計算
上の差異についてはその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に
よる定率法により、翌期から費用処理することとしている。
③ ガスホルダ－修繕引当金
球形ガスホルダ－の周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、次回修繕見積額を

次回修繕までの期間に配分して計上している。
④ 器具保証引当金
販売器具の保証期間内のメンテナンス費用の支出に備えるため、見積額を計上している。

⑤ ポイント引当金
ポイントサービスの利用による費用の支出に備えるため、当事業年度末後に要する費用

の見積額を計上している。
（4）収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関しては、顧客との販売契約に基づいて商品及び
製品等を引き渡す履行義務を負っている。
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する通常の時点）は以下のとおりである。
① ガス事業
ガス事業に関しては、主に都市ガスの供給・販売を行っている。当該都市ガスの供給・

販売については、契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足される。
収益については、ガス事業会計規則に基づき、毎月の検針により使用量を計量し、それに
基づき算定される料金を当月分の収益とする検針日基準により計上している。
② 電力小売事業
電力小売事業に関しては、主に電力の販売を行っている。当該電力の販売については、

契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足されることから顧客に引
き渡した時点で収益を認識している。なお、実際に顧客が使用した電力量は毎月の検針に
て確定することから、収益については、当該検針による確定値に加え、決算月の検針日か
ら決算日までに生じた収益について見積ることにより計上している。
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2. 会計方針の変更に関する注記
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年６月

17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時
価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、計
算書類に与える影響はない。

3. 収益認識に関する注記
「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記(4) 収益及び費用の計上基準」に記載している。

4. 会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の貸借対照表に計上した金額 1,225百万円
②その他の情報

a.算出方法
当社では、将来の課税所得の発生時期や主要な一時差異等の項目にかかる解消年度

のスケジューリングを行い、企業分類を判定し、回収可能と見込まれる金額について
繰延税金資産を計上している。

b.主要な仮定
将来の事業計画を基礎として、課税所得の見積りや解消年度のスケジューリングを

行っている。
c.翌期の計算書類に与える影響

現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行
っているが、将来の不確実な状況変化等によって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合には、繰延税金資産の金額
に重要な影響を与える可能性がある。
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5. 貸借対照表に関する注記
（1）減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 236,656百万円
無形固定資産の減価償却累計額 11,462百万円

（2）保証債務
借入金保証 9百万円

6. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売上高 4,428百万円
仕入高 7,742百万円
営業取引以外の取引高 368百万円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
事業年度末日における自己株式数 普通株式 41,832株

8. 税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産の発生の主な原因

繰越欠損金 1,328百万円
退職給付引当金 1,037百万円
減価償却費 404百万円
その他 643百万円
繰延税金資産合計 3,414百万円

（2）繰延税金負債の発生の主な原因
その他有価証券評価差額金 1,965百万円
その他 223百万円
繰延税金負債合計 2,188百万円
繰延税金資産の純額 1,225百万円
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9. 関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

（単位：百万円）
種類 会社等の

名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引

金額 科目 期末
残高

関連会社 なのはなパイ
プライン㈱

(所有)
直接50.0％

資金の貸付
役員の兼任等

資金の回収 892 関係会社
長期貸付金 10,278

利息の受取 232 関係会社
短期債権 39

関連会社 GASJA5(同) （所有）
直接49.0％ 出資先 出資

出資の払戻
6,209
6,491 ― ―

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
なのはなパイプライン㈱との取引は、市場金利等を勘案して、合理的に貸付条件を決定

している。

10. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 6,916.46円
１株当たり当期純利益 74.40円

11. その他の注記
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
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連結貸借対照表（2023年12月31日現在）
（単位：百万円）

（資 産 の 部）
固 定 資 産 120,368
有 形 固 定 資 産 79,903
製 造 設 備 2,084
供 給 設 備 51,782
業 務 設 備 14,607
そ の 他 の 設 備 9,933
建 設 仮 勘 定 1,495
無 形 固 定 資 産 4,732
そ の 他 無 形 固 定 資 産 4,732
投 資 そ の 他 の 資 産 35,732
投 資 有 価 証 券 23,447
長 期 貸 付 金 10,371
繰 延 税 金 資 産 268
そ の 他 投 資 1,646
貸 倒 引 当 金 △1

流 動 資 産 40,728
現 金 及 び 預 金 26,183
受取手形、売掛金及び契約資産 10,583
商 品 及 び 製 品 59
仕 掛 品 871
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 725
そ の 他 流 動 資 産 2,337
貸 倒 引 当 金 △32
資 産 合 計 161,096

（負 債 の 部）
固 定 負 債 42,984

社 債 802
長 期 借 入 金 24,586
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 66
ガスホルダー修繕引当金 321
器 具 保 証 引 当 金 610
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,075
長 期 前 受 金 14,287
そ の 他 固 定 負 債 1,233

流 動 負 債 25,577
１年以内に期限到来の固定負債 3,326
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 8,460
未 払 法 人 税 等 316
ポ イ ン ト 引 当 金 22
そ の 他 流 動 負 債 13,451
負 債 合 計 68,561

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 81,208

資 本 金 2,754
資 本 剰 余 金 36
利 益 剰 余 金 78,689
自 己 株 式 △271

その他の包括利益累計額 8,189
その他有価証券評価差額金 6,025
退職給付に係る調整累計額 2,163

非 支 配 株 主 持 分 3,136
純 資 産 合 計 92,534
負 債 ・ 純 資 産 合 計 161,096



― 42 ―

連結損益計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
（単位：百万円）

費 用

売 上 原 価 86,446

（売 上 総 利 益） （36,407）

供 給 販 売 費 29,536

一 般 管 理 費 5,166

（営 業 利 益） （1,704）

営 業 外 費 用 412

支 払 利 息 230

匿 名 組 合 投 資 損 失 121

雑 支 出 60

（経 常 利 益） （2,431）

特 別 損 失 747

関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 747

（税金等調整前当期純利益） （1,683）

法人税、住民税及び事業税 324

法 人 税 等 調 整 額 △238

（当 期 純 利 益） （1,597）

非支配株主に帰属する当期純利益 136

親会社株主に帰属する当期純利益 1,460

合 計 123,993

収 益

売 上 高 122,853

営 業 外 収 益 1,139

受 取 利 息 242

受 取 配 当 金 310

受 取 賃 貸 料 129

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 185

雑 収 入 272

合 計 123,993
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連結株主資本等変動計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
（単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,754 36 77,546 △271 80,066
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △653 △653
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,460 1,460
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
連 結 範 囲 の 変 動 336 336
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 1,143 △0 1,142
当 期 末 残 高 2,754 36 78,689 △271 81,208

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 4,212 2,597 6,810 2,645 89,521
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △653
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,460
自 己 株 式 の 取 得 △0
連 結 範 囲 の 変 動 336
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,812 △433 1,379 490 1,869
当 期 変 動 額 合 計 1,812 △433 1,379 490 3,012
当 期 末 残 高 6,025 2,163 8,189 3,136 92,534
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連 結 注 記 表 ( 20232023
年
年

1
12

月
月

1
31

日
日
から
まで)

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 5社

京葉ガス不動産㈱
京葉ガスカスタマーサービス㈱
京和ガス㈱
京和住設㈱
㈱道の駅しょうなん
京和住設㈱、㈱道の駅しょうなんについては、重要性が増したため当連結会計年度より

連結の範囲に含めている。
（2）主要な非連結子会社の名称等

ＫＧＳＶリニューアブルエナジー(同)
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた
め、連結の範囲から除いている。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の関連会社数 3社

京葉住設㈱
京葉ガス情報システム㈱
なのはなパイプライン㈱

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称等
ＧＡＳＪＡ５(同)
ＧＡＳＪＡ５(同)は影響が一時的であるため、持分法の適用範囲から除外している。

（3）非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の
適用範囲から除外している。

（4）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業
年度に係る計算書類を使用している。
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3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
京和住設㈱、㈱道の駅しょうなんの決算日は３月31日であり、９月30日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、必要
な調整を行っている。
その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについては決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法によっている。な
お、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を営
業外損益に計上するとともに、出資金を加減する処理を行っている。
② 棚卸資産（製品、原料、貯蔵品）
移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）によっている。
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定率法によっている。ただし、1998年４月１日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並

びに2016年４月１日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法によってい
る。
② 無形固定資産
定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっている。
（3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
② 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上している。
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③ ガスホルダ－修繕引当金
球形ガスホルダ－の周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、次回修繕見積額を

次回修繕までの期間に配分して計上している。
④ 器具保証引当金
販売器具の保証期間内のメンテナンス費用の支出に備えるため、見積額を計上してい

る。
⑤ ポイント引当金
ポイントサービスの利用による費用の支出に備えるため、当連結会計年度末後に要する

費用の見積額を計上している。
（4）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関しては、顧客との販売契約に基づいて
商品及び製品等を引き渡す履行義務を負っている。
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する通常の時点）は以下のとおりである。
① ガス事業
ガス事業に関しては、主に都市ガスの供給・販売を行っている。当該都市ガスの供給・

販売については、契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足され
る。収益については、ガス事業会計規則に基づき、毎月の検針により使用量を計量し、そ
れに基づき算定される料金を当月分の収益とする検針日基準により計上している。
② 電力小売事業
電力小売事業に関しては、主に電力の販売を行っている。当該電力の販売については、

契約期間にわたり供給義務が発生し、供給の都度履行義務が充足されることから顧客に引
き渡した時点で収益を認識している。なお、実際に顧客が使用した電力量は毎月の検針に
て確定することから、収益については、当該検針による確定値に加え、決算月の検針日か
ら決算日までに生じた収益について見積ることにより計上している。

（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給
付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債に計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務債務についてはその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
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（5年）による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異についてはその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（5年）による定率法により、翌連結会計年度から費用処理することとしている。

【会計方針の変更に関する注記】
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021
年６月 17 日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首
から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27－２項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
している。なお、連結計算書類に与える影響はない。

【収益認識に関する注記】
1. 収益の分解

（単位：百万円）
報告セグメント

その他 合計
ガス 電力小売 不動産 計

ガス 93,224 － － 93,224 － 93,224
電力小売 － 16,217 － 16,217 － 16,217
その他 － － － － 11,907 11,907
顧客との契約から生じる収益 93,224 16,217 － 109,441 11,907 121,349
その他の収益 － － 1,163 1,163 340 1,504
外部顧客との売上高 93,224 16,217 1,163 110,605 12,247 122,853

2. 収益を理解するための基礎となる情報
「【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】４．会計方針に関

する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載している。
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3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高

（単位：百万円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 13,003 9,791
契約資産 1,117 773
契約負債 973 1,255

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、

実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略している。また、顧客と
の契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はない。

【会計上の見積りに関する注記】
1. 繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額 268百万円
（2）その他の情報

① 算出方法
当社グループでは、将来の課税所得の発生時期や主要な一時差異等の項目にかかる

解消年度のスケジューリングを行い、企業分類を判定し、回収可能と見込まれる金額
について繰延税金資産を計上している。

② 主要な仮定
将来の事業計画を基礎として、課税所得の見積りや解消年度のスケジューリングを

行っている。
③ 翌期の連結計算書類に与える影響

現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行
っているが、将来の不確実な状況変化等によって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合には、繰延税金資産の金額
に重要な影響を与える可能性がある。
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【連結貸借対照表に関する注記】
1. 担保資産

担保に供している資産 その他の設備 2,061百万円
担保に係る債務 １年以内に期限到来の固定負債 9百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 254,988百万円
3. 無形固定資産の減価償却累計額 11,450百万円

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 10,935,000株
2. 配当に関する事項
（1）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

① 2023年3月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。
株式の種類 普通株式
配当金総額 326百万円
1株当たり配当額 30.00円
基準日 2022年12月31日
効力発生日 2023年 3月30日

② 2023年7月28日開催の取締役会において、次のとおり決議している。
株式の種類 普通株式
配当金総額 326百万円
1株当たり配当額 30.00円
基準日 2023年 6月30日
効力発生日 2023年 8月29日
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（2）当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2024年3月27日開催の定時株主総会において、次のとおり提案している。

株式の種類 普通株式
配当金総額 326百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 30.00円
基準日 2023年12月31日
効力発生日 2024年 3月28日

【金融商品に関する注記】
1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、資金調達に
ついては金融機関からの借入や社債発行により行っている。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは内部管理規程に沿ってリスク低減を図って

いる。投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を
行っている。また、主に関係会社に対し貸付を行っている。
社債及び借入金の使途は設備投資等に係る長期資金であり、一部の長期借入金の金利変動

リスクに対して金利スワップ取引を実施し、リスクの低減を図っている。
2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年12月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ
らの差額については次のとおりである。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

（＊1） 時価（＊1） 差額

（1）投資有価証券 14,326 14,326 －
（2）長期貸付金 10,371 10,371 －
（3）社債（＊2） （868） （841） 26
（4）長期借入金（＊2） （27,385） （27,365） 20
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（＊1） 負債に計上されているものについては、（ ）で示している。
（＊2） 社債及び長期借入金には、１年以内に返済予定のものを含めている。
（注1） 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金は現金又は短期間で決済され

時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略している。
（注2） 子会社及び関連会社株式等（連結貸借対照表計上額3,920 百万円）並びに非上場株式

等（連結貸借対照表計上額513 百万円）は市場価格がないため、「金融商品の時価等
の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19 号 2020 年３月31 日）第
５項に基づき、時価開示の対象としていない。

（注3） 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出
資（連結貸借対照表計上額4,687 百万円）については、「時価の算定に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021 年６月17 日）第24－16 項
に基づき、時価開示の対象としていない。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類している。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算

定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用

いて算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類している。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券 14,077 248 － 14,326
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（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期貸付金 － 10,371 － 10,371
社債 － 841 － 841
長期借入金 － 27,365 － 27,365

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
① 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているた
め、その時価をレベル１の時価に分類している。連結子会社が保有している社債は、市場
での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレ
ベル２の時価に分類している。投資信託は取引金融機関から提示された基準価額を用いて
評価しており、その時価をレベル２の時価に分類している。
② 長期貸付金

長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類している。
③ 社債

社債の時価については、元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類している。
④ 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類している。変動
金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、
当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定している。
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【賃貸等不動産に関する注記】
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、千葉県その他の地域において、賃貸用の物流倉庫等（土地を
含む）を有している。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価
15,022 30,384

（注１） 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
（注２） 当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額である。

【1株当たり情報に関する注記】
1. 1株当たり純資産 8,340.81円
2. 1株当たり当期純利益 136.24円

【その他の注記】
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月９日

京葉瓦斯株式会社
取締役会 御中

東邦監査法人
東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井上 靖秀
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 福井 俊之
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 藤嵜 研多

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、京葉瓦斯株式会社の2023年1月１日から2023年12月31日まで

の第139期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
2024年2月９日

京葉瓦斯株式会社
取締役会 御中

東邦監査法人
東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井上 靖秀
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 福井 俊之
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 藤嵜 研多

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、京葉瓦斯株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会

計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、京葉瓦斯株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査報告書
当監査役会は、２０２３年１月１日から２０２３年１２月３１日までの第１３９期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各

監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 東邦監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人 東邦監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年2月14日

京葉瓦斯株式会社 監査役会
常勤監査役 丸 山 京 治 ㊞
常勤監査役 上 野 洋 介 ㊞
社外監査役 加賀見 俊 夫 ㊞
社外監査役 青 柳 俊 一 ㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉



中期経営計画2022-2024における2024年のありたい姿「さらに多くのお客さまに “新しい価値”
を届ける存在となる」の実現のために様々な取り組みを進めております。

【ご参考】

低炭素・脱炭素社会への貢献

･･･ トピックス

カーボンニュートラルの取り組みに対するPRを目的としたロゴマークを作成

当社は、オール京葉ガスのカーボンニュートラル（カーボン
ニュートラルに関連したSDGs）の取り組みを効果的にPRするこ
とを目的としてカーボンニュートラルロゴを作成いたしました。

カーボンニュートラルの促進を目的に再生可能エネルギー発電事業会社を設立

当社は、京葉ガス不動産株式会社および株式会社サンヴィレッジと共同で再生可能エネ
ルギー発電事業会社「KGSVリニューアブルエナジー合同会社」を設立いたしました。まず
は関東で28か所の太陽光発電所（合計5.4MW）の開発を予定しております。

市川市とカーボンニュートラルシティの実現に向けた連携協定を締結

当社は、浦安市、船橋市、白井市、松戸市に続き、2023年10月20日に市川市と「カーボ
ンニュートラルシティの実現に向けた連携に関する協定」を締結いたしました。
本協定は、市川市と京葉ガスが相互に緊密に連携し、双方が持つ資源等を有効活用した
官民連携の取り組みを推進することにより、2050年に二酸化炭素排出量実質ゼロとする
「カーボンニュートラルシティの実現」を目的としております。

ガス事業者のシンボルである「ガスホルダー」とカーボ
ンニュートラルやCO2吸収をイメージできる「葉の緑」を
デザインすることで京葉ガスらしさを表現いたしました。

＜ロゴに込めた想い＞
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安全・安心の取り組みの強化

新たなコーポレートＰＲ動画の公開

当社は、2023年11月１日より、緊急保安に関する新たなコーポレートPR動画を当社ホー
ムページ、公式YouTubeチャンネル、公式X等にて公開いたしました。
本動画では「保安技術」「お客さまの安全・安心を守る使命・想い」を継承しながら、日々
訓練に臨む当社社員の様子をドキュメンタリーとして表現しております。是非ご覧ください。

夏休み特別企画 
「親子社会科見学」を開催

当社は、夏休み特別企画として「親
子社会科見学」を2023年７月27日、
28日に開催いたしました。
多くのお客さまにご来場いただき、
普段は見ることのできない京葉ガス
の「安全・安心」の取り組みを親子
で見学・体験していただきました。
当社はこれからもお客さまに安
全・安心をお届けしてまいります。

動画の視聴は
こちら
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経営基盤の強化

市川工場跡地「共同住宅（賃貸）着工・エリア愛称決定」

当社は、市川工場跡地開発事業（エリア愛称：リーフシティ市川）において、当社にて
賃貸住宅・店舗（コンビニエンスストア向け）の建築工事を実施し、中央街区の共同住宅・
シニア住宅・商業施設は借地事業として収益化を図ってまいります。

【外観・パース】完成予想図　※今後変更となる可能性がございます。
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経営基盤の強化

千葉県内８市に環境保全活動資金を寄付

当社は、都市ガスを販売している千葉県８市（市川市、船橋市、松戸市、柏市、鎌ヶ谷
市、浦安市、白井市、我孫子市）に環境保全活動への支援として総額1,356,000円を寄付
いたしました。エコ・グリーンサポートは、京葉ガスグループ、京葉ガスサービスショッ
プが販売したエネファーム※等の高効率ガス機器や燃料転換等によるCO2削減総量に応じ
て、環境保全目的の寄付をするものです。2010年に開始し、2023年で14回目となります。
※「エネファーム」は東京ガス㈱・大阪ガス㈱・ENEOS㈱の登録商標です。

KeiyoGAS Community Terrace　年間来場者数20,000人達成

KeiyoGAS Community Terrace（市川市南八幡３-14-１丸玉第２ビル内）は、旧市川ショー
ルームから2021年10月にリニューアルオープンして以降、地域のコミュニティースペース
として「こどもと、おとなと、まちを照らす。」をテーマに施設を運営しております。地域で
暮らす皆さまが活躍する場所、小学生の放課後の居場所、家族や友人とすごすための場所とし
て多くの方々に利用いただいており、2023年は年間来場者数20,000人を達成いたしました。

ちょっと「うれしい！」電子クーポン 「京葉ガスe街ギフト」を実証実施中

当社は、飲食店を中心とする地
域店舗への「送客」による地域経
済活性化に貢献するため、京葉ガ
ス供給エリアの登録店でご利用い
ただける電子クーポン「京葉ガスe
街ギフト」の実証を2023年２月よ
り開始しており、12月には登録店数
が300店舗を突破いたしました。 クーポン画面

ロゴデザイン

主に飲食店・理美容・クリーニング店等でご利用いただけます。
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2,300

3,870
■第2四半期　■期末

第136期
2020年

第137期
2021年

第138期
2022年

第139期
2023年

第136期
2020年

第137期
2021年

最高株価  　   最低株価

第138期
2022年

第139期
2023年

（単位：円） （単位：円）配当金 株価（事業年度別最高・最低株価）

27.5

55.0

27.5

4,005

2,590

27.5

60.0

32.5
3,160

3,705

30.0

60.0

30.0

30.0

60.0

30.0

2,301

2,748

決 算 日 12月31日
定 時 株 主 総 会 ３月
配 当 金 受 領
株 主 確 定 日 12月31日および中間配当金の支払いを行うときは６月30日

基 準 日 定時株主総会基準日　12月31日
その他必要があるときはあらかじめ公告した日

公 告 方 法 電子公告により行い当社ウェブサイトに掲載
（https://www.keiyogas.co.jp/）

※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場
合は、日本経済新聞に掲載して行う。

上場金融商品取引所 東京証券取引所（スタンダード市場）
株主名簿管理人
特別口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社

郵 送 物 送 付 先 みずほ信託銀行株式会社
〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目８番４号

株式事務のご案内

（注）2021年12月期期末配当の内訳 
1株につき普通配当27円50銭ならびに記念配当5円

（注）株価は東京証券取引所（市場第二部、2022年4月よりスタンダード市場）
　　　の市場相場による。

証券代行部

株主さまへのご案内
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持参

配当金領収証

当社
① 配当金領収証方式

当社が郵送する「配当金領収証」を持参し、
取扱銀行で受け取る方法

銀行

●●銀行

当社
② 個別銘柄指定方式または登録配当金受領口座方式

ご指定の金融機関口座で受け取る方法

A証券

当社
③ 株式数比例配分方式

各証券会社等の保有株式に応じて、各社で開
設された口座で受け取る方法

配当金のお受け取り方法のご案内

株主さまのお手続きに関するお問合せ先

　配当金のお受け取りには、以下の３つの方法があります。
　現在、①の方法をご利用の株主さまには、お受け取り忘れがなく確実・安全・簡単な、②または③の方法への変更をおすすめします。
　変更のお手続きに関しましては、以下「株主さまのお手続きに関するお問合せ先」に記載の証券会社等に直接お問合せください。

配当金を取扱銀行でお受け取りの場合は「配当金領収証」に記載の取扱期間内にお受け取りください。
万が一、取扱期間を経過した場合または領収証を紛失された場合は、「みずほ信託銀行株式会社　証券代行部」にお問合せください。

※

株式事務のご案内

株式を証券会社等の
口座にお預けの場合 各種お手続きは、お取引の証券会社等にお問合せください。

株式が特別口座で
管理されている場合

株主名簿管理人　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

0120-288-324（平日9:00-17:00）
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至 千葉至 東京

当社
防災供給センター

当社
緊急保安
研修センター

JR総武線

南口
JR市川駅

会場▶

ローソン
宮田小学校

宝神社

市川南三
郵便局

大洲小学校

株主総会会場ご案内図

会 場
千葉県市川市市川南二丁目８番８号
当会社　本店　電話：047（325）4111

■ 交通のご案内：JR総武線　市川駅南口より徒歩約６分

当社野球部が関東軟式野球選手権大会で初優勝！

2023年10月に実施された第77回関東軟式野球選手
権大会で千葉県代表として初出場初優勝という快挙を
成し遂げました。

当社柔道部が東日本実業柔道団体対抗大会１部で優勝！

2023年10月に実施された第58回東日本実業柔道団
体対抗大会の１部に２チームが出場し、それぞれ優
勝、準優勝という好成績を収めました。
　また、当社柔道部は、地域の小学生を対象とした柔
道教室を毎週開催しています。


